
※括弧内の数値は、平成 27年

調査での数値結果 

社 ％

不足している 1,336（1,319） 55.6（50.3）

過不足はない 955（1,195） 39.7（45.5）

過剰である 91（93） 3.8（3.5）

無回答 23（18） 1.0（0.7）

合計 2,405（2,625） 100.0

＜主な調査結果（抜粋）＞ 
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立証が難しい

 
平成 28年６月 29日 

日本商工会議所 

「人手不足等への対応に関する調査結果」について 
 
日本商工会議所（三村明夫会頭）は、このたび、「人手不足等への対応に関する調査結果」を取りまとめましたの

でお知らせします。 

本調査は、全国の中小企業4,072社を対象に、人手不足についての影響を把握するために、ヒアリング調査を

行ったものです。（調査期間：28年４月４日～５月９日、回答数：2,405事業者、回答率：59.1％） 

人員の過不足状況については、全体の半数以上の企業が「不足」と回答しています（下記図１参照）。昨年

調査よりも「不足」の割合が約５ポイント上昇しており、人手不足感が強まっています。 

また、同一労働同一賃金については、企業が賃金を決定する際に、考慮する項目として「合理性があ

る」と考えるものでは、「責任」、「本人の生産性」の割合が高かった一方、賃金差の理由を求められた場

合に「立証が難しい」と考えられる項目については、「本人の生産性」、「将来の役割への期待」、「責任」が続

きました。「合理性がある」と考えられる項目と「立証が難しい」と思われる項目が重なる結果となっています

（下記図２参照）。詳細につきましては別添資料をご覧ください。 

＜調査内容＞ 
Ⅰ人手不足等への対応について 
 １．人員の過不足状況について･･･････････････････P2 
 ２．求める人材について･････････････････････････P3 
 ３．女性の活躍推進について･････････････････････P5 
 ４．６５歳以降の雇用延長について･･･････････････P6 
ⅡICT（情報通信技術）を活用した業務の効率化に向け 
た取り組みについて 
１．ＩＣＴ化に向けた取り組みについて･･･････････P8 

Ⅲ長時間労働の削減に向けた取り組みについて 
 １．長時間労働削減に向けた取り組みについて･･･P10 
Ⅳ「同一労働同一賃金」について 
 １．賃金を決定する際に考慮する項目として「合理性 

がある」と考えるものおよび労使紛争で賃金差の理 
由の立証を求められた場合「立証が難しい」と思わ 
れるもの･･････････････････････････････････P12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

【問合せ先】日本商工会議所産業政策第二部  TEL：03-3283-7940 E-Mail：sangyo2@jcci.or.jp 

n=2,405 
「合理性がある」 

図２：消費税 10％引き上げ時の転嫁 

図１：人員の過不足状況について(添付資料 P2参照) 

ま) 

n =2,405 内円：平成 27年８月調査 

外円：平成 28年７月調査 

図２：賃金を決定する際に考慮する項目として「合理性がある」と考えるものおよび労使紛争で賃金差の理由の立証を求められた

場合「立証が難しい」と思われるもの【複数回答】(添付資料P12 参照) 

労使紛争で賃金差の理由の立証を求められた場合「立証が難しい」と思われるもの 

n =2,405 
（％） 

n=2,405 

（％） 

mailto:sangyo2@jcci.or.jp
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平成２８年６月２９日 

「人手不足等への対応に関する調査」集計結果 

  

  日本商工会議所 

産業政策第二部 

調査概要 

■調査地域：全国４７都道府県 

■調査対象：中小企業 ４，０７２社 

■調査期間：平成２８年４月４日～５月９日 

■調査方法：各地商工会議所職員による訪問調査 

■回収商工会議所数：３７５商工会議所（回収率：７２．８％） 

■回答企業数：２，４０５社（回答率：５９．１％） 

 

＜回答企業の属性＞ 

（業種） 

建設業 365 社（15.2%） 製造業 881 社（36.6%） 情報通信・情報サービス業 47 社（2.0%）  

運輸業 119 社（4.9%）  卸・小売業 513 社（21.3%）宿泊・飲食業 119 社（4.9%） 

介護・看護 40 社（1.7%）金融・保険・不動産業 49 社（2.0%）  

その他サービス業 277 社（11.5%）その他 89 社（3.7%） 無回答 36 社（1.5%） 

※重複含む 

（従業員規模）       

5 人以下  55 社（2.3%）  6～ 10 人 183 社（7.6%）    11～20 人 571 社（23.7%）  

21～50 人 760 社（31.6%） 51～100 人 396 社（16.5%） 101～300 人 348 社（14.5%）  

301 人以上 60 社（2.5%）  無回答 32 社（1.3%） 

 

＜業 種＞                    ＜従業員規模＞ 

 

 

 

 

 

http://www.jcci.or.jp/
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その他サービス n=165 

情報通信・情報サービス業 n=28 

製造業 n=438 

卸売・小売業 n=256 

金融・保険・不動産業 n=22 

その他 n=36 

結果概要 

Ⅰ人手不足への対応について 

１．人員の過不足状況について（前年調査比較） 

 

※括弧内の数値は、平成 27 年調査での数値結果 

 全体では、半数以上の企業が「不足している」と回答。 

 昨年調査よりも「不足している」と回答した割合が上昇（約５ポイント）しており、

人手不足感が強まっている。 

＜業種別集計＞ 

（１．で「不足している」と回答した企業の割合※業種無回答除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業種別では、宿泊・飲食業の不足感が最も高く、約８割の企業が「不足している」と

回答。 

 介護・看護、運輸業、建設業で「不足している」と回答した企業が６割を超えており、

その他の業種においても人手不足の状況が高まっている。 

社 ％

不足している 1,336（1,319） 55.6（50.3）

過不足はない 955（1,195） 39.7（45.5）

過剰である 91（93） 3.8（3.5）

無回答 23（18） 1.0（0.7）

合計 2,405（2,625） 100.0

※赤軸（下段）は 28 年度調査、青軸（上段）は 27 年度調査の数値 

※「宿泊・飲食業」「卸売・小売業」「金融・保険・不動産業」は今年度新規項目のため前年度比較はない 

※母数は業種複数回答を含む 

 

 

 

n =2,405 

（％） 

n =1,388 

内円：平成 27年調査 

外円：平成 28年調査 
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＜従業員規模別集計＞ 

（１．で「不足している」と回答した企業の割合※従業員数無回答除く） 

 

※赤軸は 28 年調査、青軸は 27 年調査の数値 

 従業員規模３０１人以上の企業では「不足している」と回答した割合が７０％を超え

る。 

 従業員「６～１０人」「５１～１００人」規模では、昨年調査と比較し１０ポイント以

上不足感が高まっている。 

 

２．求める人材について【複数回答】 

（１．で「不足している」と回答した企業のみ集計） 

 

※赤軸（下段）は 28 年調査、青軸（上段）は 27 年調査の数値 

 求める人材としては、「一定のキャリアを積んだミドル人材」が最も高く、前年調査よ

りも高い数値となった。 

 その他の項目においても対前年調査と比較して高い数値であり、幅広い層で人手不足

が拡大している。 

 

42.9 
40.7 

49.2 49.6 48.7 

58.5 

67.8 

40.0  

51.9  50.3  
53.0  

60.6  

65.5  

73.3  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5人以下 

 n=22  

6～10人  

n=95 

11～20人  

n=287 

21～50人  

n=403 

51～100人  

n=240 

101～300人  

n=228 

301人以上  

n=44 

67.9 

40.4 

32.1 

12.4 

19.4 

69.0 

41.2 

33.0 

15.2 

18.6 

0 20 40 60 80 100

一定のキャリアを積んだ 

ミドル人材 

高校卒業新卒社員 

大学卒業新卒社員 

管理職経験者等の 

シニア人材 

その他・無回答 

昨年対比＋11.9 ポイント 昨年対比＋11.2 ポイント 

n =1,336 
（％） 

（％） n =1,319 
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＜業種別集計＞ 

（１．で「不足している」と回答した企業のみ集計（業種無回答除く）） 

 全ての業種において「一定のキャリアを積んだミドル人材」が最高値となっている。 

 

 ※母数は業種複数回答を含む 

（参考：昨年同調査結果） 

 

 求める人材の傾向は昨年調査と変わらないが、「一定のキャリアを積んだミドル人材」

が不足しているといった割合について、「介護・看護」では８０％を超えるなど、ニー

ズが高まっている。 

75.3 

67.1 

67.9 

72.1 

66.8 

73.7 

80.6 

77.3 

64.8 

66.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

建設業 n=231 

製造業  n=438 

情報通信・情報サービス業 n=28 

運輸業  n=86 

卸売・小売業 n=256 

宿泊・飲食業 n=95 

介護・看護  n=31 

金融・保険・不動産業  n=22 

その他サービス業  n=165 

その他  n=36 

一定のキャリアを積んだミドル人材 高校卒業新卒社員 

大学卒業新卒社員 管理職経験者等のシニア人材 

その他 無回答 

76.2  

65.0  

73.7  

71.4  

61.2  

73.1  

62.5  

60.0  

67.4  

69.6  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

建設業 n=235 

製造業  n=428 

情報通信・情報サービス業 n=38 

運輸業  n=70 

卸売・小売業、飲食店  n=289 

介護・看護  n=26 

金融・保険業  n=8 

不動産業  n=15 

その他サービス業  n=190 

その他  n=69 

一定のキャリアを積んだミドル人材 高校卒業新卒社員 

大学卒業新卒社員 管理職経験者等のシニア人材 

その他 無回答 

（％） 

n =1,388 

n =1,368 
（％） 
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30.9  

27.9  

35.2  

39.6  

43.7  

47.1  

71.7  

40.6  

52.7  

49.2  

44.5  

33.8  

30.6  

25.0  

-  

46.9  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

5人以下 n=55 

6～10人 n=183 

11～20人 n=571 

21～50人 n=760 

51～100人 n=396 

101～300人 n=348 

301人以上 n=60 

無回答 n=32 

実施している 実施していない 実施を検討している 無回答 

25.5  

39.7  

59.6  

28.6  

41.7  

50.4  

77.5  

55.1  

49.8  

38.2  

44.4  

46.8  

37.2  

25.5  
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26.9  

10.0  
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25.3  

36.0  

38.9  
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建設業 n=365 

製造業 n=881 

情報通信・情報サービス業 n=47 
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卸売・小売業 n=513 

宿泊・飲食業 n=119 

介護・看護 n=40 

金融・保険・不動産業 n=49 

その他 … 

その他 n=89 

無回答 n-36 

実施している 実施していない 実施を検討している 無回答 

３．女性の活躍推進について 

 

※括弧内の数値は、平成 27 年調査での数値結果 

 「実施している（４０．０％）」「実施を検討している（２１．５％）」を合計すると 

６割を超える企業で女性の活躍推進について対応を講じている。 

＜業種別集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性の活躍推進について、業種別に見ると「介護・看護」で最も「実施している」と

いった割合が高い（７７．５％）。 

 反面、「実施していない」と回答した割合は「建設業」が最も多い（４６．８％）。 

＜従業員規模別集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性の活躍推進について、業種別に見ると従業員「３０１人以上」の企業で「実施し

ている」といった割合が最も高い（７１．７％）。 

 「実施していない」と回答した企業は、従業員「５人以下」の企業が最も高く（５２．

７％）、従業員規模に比例して、「実施していない」と回答した割合は減少する。 

（社） （％）
実施している 963(1,124) 40.0(42.8)
実施していない 853(921) 35.5(35.1)
実施を検討している 517(552) 21.5(21.0)
無回答 72(28) 3.0(1.1)
合計 2,405 100.0

合計 

61．5% 

n =2,405 （％） 

n =2,405 （％） 
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40.0  

30.1  

27.1  

2.8  

既に65歳超の者を雇用しているので影響はない 

既に65歳超の者を雇用しているが、義務化には反対 

65歳までは雇用できるが、それ以上の対応は難しい 

無回答 

38.6  

31.7  

23.0  

18.2  

17.5  

7.1  

6.4  

8.3  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

女性の職域が限定されている 

女性の応募が少ない（女性社員が少ない） 

女性が管理職登用を望んでいない 

育児・介護等を機に退職する 

柔軟な勤務形態（フレックス制度、短時間勤務制度等） 

を導入できない（ノウハウがない） 

ロッカールーム等をハードを整備できない 

無回答 

その他 

３－②．女性の活躍を推進する上での課題について【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性の活躍を推進する上での課題は「女性の職域が限定されている（３８．６％）」が

最も多く、次いで「女性の応募が少ない（女性社員が少ない）（３１．７％）」と続く。 

 一方、「女性が管理職登用を望んでいない（２３．０％）」といった項目も一定数存在

し、女性社員の意識も課題となっている。 

 

４．６５歳以降の雇用延長について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、６５歳超を雇用している企業は回答企業の約７割となっている。 

 一方、「既に６５歳超の者を雇用しているが、義務化は反対（３０．１％）」、「６５歳

までは雇用できるが、それ以上の対応は難しい（２７．１％）」といった意見の合計は

約６割（５７．２％）となり、一律の雇用延長には慎重な対応が求められる結果とな

った。 

 

 

 

 

 

（社） （％）
既に６５歳超の者を雇用しているので影響はない 963 40.0
既に６５歳超の者を雇用しているが、義務化は反対 723 30.1
６５歳までは雇用できるが、それ以上の対応は難しい 651 27.1
無回答 68 2.8
合計 2,405 100.0

n =2,333 
（％） 

65 歳超の者を雇用している企業は７割以上 



 

7 

 

４－②．６５歳超まで雇用できない理由について【複数回答】 

（４．で「６５歳までは雇用できるが、それ以上の対応は難しい」と回答した企業のみ集計） 

※赤軸（下段）は 28 年調査、青軸（上段）は 27 年調査の数値 

 ６５歳超まで雇用できない理由としては「本人の体力的な面で難しい（６６．５％）」

が６割を超え最多となった。また、「若い年齢層の採用の阻害になる」も約５割となり、

上位は昨年の調査結果と同様の傾向であった。 

 「勤務してもらう職域がない（２１．５％）」については、昨年調査と比較して１０ポ

イント以上減少（昨年は３１．８％）しており、高齢者の雇用に向け職域を拡大して

いる傾向が伺える。 

 一方、「生産性が低下する（３７．３％）」については、昨年調査と比較して１０ポイ

ント以上増加（昨年は２６．３％）しており、職域を拡大しつつも生産性にはマイナ

スの影響を示唆する結果となっている。 
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66.5  
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26.3  

37.3  

25.8  

22.7  

31.8  

21.5  

17.8  
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0.4  

0.2  

4.2  

0.9  
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本人の体力的な面で難しい 

若い年齢層の採用の阻害になる 

生産性が低下する 

雇用し続ける余裕（人件費等）がない 

勤務してもらう職域がない 

人員が過多になる 

高年齢者の活用に向けた設備や 

作業環境の整備が進まない 

定年者雇用の措置について労働組合・ 

従業員代表の理解が得られない 

無回答 

n =651 （％） 



 

8 

 

（社） （％）

取り組んでいる 1,436 59.7

取り組んでいない 930 38.7

無回答 39 1.6

合　計 2,405 100.0

47.3  
41.0  

51.7  
58.8  

65.4  

77.0  
85.0  

49.1  
57.4  

46.2  
39.6  

33.8  

22.4  
13.3  

3.6  1.6  2.1  1.6  0.8  0.6  1.7  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

5人以下  

n=55 

6～10人 

n=183 

11～20人 

n=571 

21～50人 

n=760 

51～100人 

n=396 

101～300人 

n=348 

301人以上 

n=60 

取り組んでいる 取り組んでいない 無回答 

ⅡICT（情報通信技術）を活用した業務の効率化に向けた取り組みについて 

１．ICT化に向けた取り組みについて 

 

 

 

 

 

 ICT化に向けた取り組みについて、回答した企業の約６割が（５９．７％）が取り組み

を実施している結果となった。 

 

＜従業員規模別集計（従業員数無回答除く）＞ 

 

 

 

 

 ICT 化への取り組みを企業規模別にみると、従業員規模が少なくなるにつれ取り組み

が進んでおらず、従業員「５人以下」、「６～１０人」では、取り組んでいないと回答

した割合の方が高くなる。 

 

＜業種別集計（業種無回答除く）＞ 

 

 ICT 化への取り組みを業種別にみると、「情報通信・情報サービス業」で最も取り組み

が進んでいる。一方、取り組みが進んでいない割合は「運輸業」、「宿泊・飲食業」「製

造業」が高い結果となった。 

85.1  

79.6  

42.3  

48.7  

45.4  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

建設業 n=365 

製造業 n=881 

情報通信・情報サービス業 n=47 

運輸業 n=119 

卸売・小売業 n=513 

宿泊・飲食業 n=119 

介護・看護 n=40 

金融・保険・不動産業 n=49 

その他サービス業 n=277 

その他 n=89 

取り組んでいる 取り組んでいない 無回答 

n =2,373 （％） 

n =2,499 （％） 

※母数は業種複数回答を含む 
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45.6  
39.5  

34.5  
31.2  

21.0  
18.5  

9.0  
8.8  
8.7  

4.2  
2.6  

0.8  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

導入のための費用が高い 

知識が経営層・管理職層に不足 

推進役となる社員がいない 

導入すべき事業・業務がない 

情報保護のセキュリティ面が不安 

現状のＩＣＴ環境で十分である 

ＩＣＴ化以外の方法に取り組む 

相談、提案をしてくれる先がない 

自社だけ導入しても意味がない 

新たなＩＣＴ投資をする考えはない 

その他 

無回答 

（ICT の例） 

販  売  面：顧客情報をデータベースで管理し、顧客ニーズに応じた品揃えを実施 

         営業係が外出先でも簡単な業務対応ができるようタブレット端末を導入 

 在庫管理面：ペーパレス化と同時に受発注業務・倉庫受け出し業務を効率化 

 人事労務面：シフト管理、出退勤管理、給与自動計算のシステムを一元化 

 財務経理面：e-Tax の利用による申告手続きの効率化、経理システム導入…等  

 

 

 

２．取り組みが進まない理由・背景について【複数回答】 

（１．で「取り組んでいない」と回答した企業のみ集計）  

 

 

 

 

 

 

 ICT 化に向けた取り組みが進まない理由としては、「導入のための費用が高い（４５．

６％）」が最も高い結果となった。 

 また、「知識が経営層・管理職層に不足（３９．５％）」、「推進役となる社員がいない

（３４．５％）」といった、人的な要因も高い割合を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =930 
（％） 
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85.7  

80.9  

78.2  

77.5  

76.4  

75.7  

74.8  

74.2  

71.1  

66.3  

14.3  

19.1  

21.0  

20.0  

22.0  

22.7  

24.4  

22.5  

27.8  

30.7  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

金融・保険・不動産業 

n=49 

情報通信・情報サービス業 

n=47 

宿泊・飲食業 

n=119 

介護・看護 

n=40 

卸売・小売業 

n=513 

製造業 

n=881 

運輸業 

n=119 

その他 

n=89 

その他サービス業 

n=277 

建設業 

n=365 

取り組んでいる 取り組んでいない 無回答 

70.9  

64.5  

64.6  

73.4  

80.1  

85.1  

95.0  

23.6  

32.8  

32.9  

24.7  

19.2  

14.1  

5.0  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

5人以下 n=55 

6～10人 n=183 

11～20人 n=571 

21～50人 n=760 

51～100人 n=396 

101～300人 n=348 

301人以上 n=60 

取り組んでいる 取り組んでいない 無回答 

Ⅲ長時間労働の削減に向けた取り組みについて 

１．長時間労働削減に向けた取り組みについて 

 

 長時間労働削減に向けた取り組みは、回答企業の７割超（７３．８％）が実施してい

ると回答している。 

 

＜業種別集計（業種無回答除く）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間労働削減に向けた取り組みを業種別に見ると、「金融・保険・不動産業」では、８

割以上（８５．７％）の企業が取り組んでいるのに対し、「建設業」では、６割強（６

６．７％）となっており、業種の違いによって差が顕著である。 

 

 

＜従業員規模別集計（従業員数無回答除く）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社） （％）

取り組んでいる 1,776 73.8

取り組んでいない（検討中含む） 582 24.2

無回答 47 2.0

合　計 2,405 100.0

n =2,499 

１９．４ 

ポイント 

取
り
組
ん
で
い
る
割
合
差 

n =2,373 

（％） 

（％） 

※母数は業種複数回答を含む 
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35.2  

34.9  

24.9  

23.2  

23.0  

18.7  

15.1  

9.8  

9.8  

9.6  

5.5  

1.5  

1.7  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

仕事に偏りがあるため 

業種・業界特性からの外部要因 

収益拡大のため残業はやむを得ない 

既に残業はなく短縮できない 

恒常的な人手不足のため 

従業員の理解・関与が不足 

現場管理者の理解・関与が不足 

自社の内部要因 

経営者層の理解・関与が不足 

より強い規制が無いため 

その他 

過去に行ったが効果がない 

無回答 

 長時間労働削減に向けた取り組みを従業員規模別に見ると、従業員規模「３０１人以

上」の企業では９割以上で取り組んでいるのに対し、従業員「６～１０人」、「１１人

～２０人」の企業では６割超に留まっている。 

 

 

２．取り組みが進まない理由・背景について【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 長時間労働削減に向けた取り組みが進まない理由としては、「仕事に偏りがあるため 

（３５．２％）」、「業種・業界特性からの外部要因（３４．９％）」が高い結果となった。 

 

 

＜従業員規模別集計（上位５項目）＞ 

（１．で「取り組んでいない」と回答した企業のみ集計【複数回答】（従業員無回答除く）） 

 

 長時間労働削減に向けた取り組みが進まない理由を従業員規模別に見ると、従業員「５

人以下」、「６～１０人」規模の企業では、「既に残業はなく短縮できない」が最も高い

が、従業員「１１～２０人」以降では「仕事に偏りがあるため」が最も高くなる。 

 また、「業種・業界特性からの外部要因」についても、６人以上規模の企業では、一定

数（３割超）の割合がある。 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

5人以下 

n=13 

6～10人 

n=60 

11～20人 

n=188 

21～50人 

n=188 

51～100人 

n=76 

101～300人 

n=49 

301人以上 

n=3 

収益拡大のため残業はやむを得ない 仕事に偏りがあるため 

恒常的な人手不足のため 業種・業界特性からの外部要因 

既に残業はなく短縮できない 

n =582 
（％） 

n =577 （％） 

「既に残業はなく短縮できない」 

「既に残業はなく短縮できない」 
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＜参考：クロス集計（ICT化に向けた取り組み×長時間労働削減に向けた取り組み）＞ 

 

 ICT 化に取り組んでいる企業で 

 ICT化に取り組んでいる企業では、長時間労働削減に向けて、８割以上の企業で取り組

みを講じている結果となった。 

 

 

Ⅳ「同一労働同一賃金」について 

１．賃金を決定する際に考慮する項目として「合理性がある」と考えるものおよび 

労使紛争で賃金差の理由の立証を求められた場合「立証が難しい」と思われるもの 

【複数回答】 

 

 賃金を決定する際に考慮する項目として「合理性がある」と考えられるものとしては、

「責任（７６．９％）」、「本人の生産性（７６．７％）」が高い結果となった。 

 一方、賃金差の理由を求められた場合「立証が難しい」と考えられる項目については、

「本人の生産性（４７．０％）」が最も高く、次いで「将来の役割への期待（４３．３％）」、

「責任（３７．５％）」と続く。 

 「合理性がある」と考えるものの「立証が難しい」と思われる項目が重なっている。 

 特に、数値化が難しい「将来の役割への期待」については、長期雇用と社内育成を前

提とした賃金制度が広く普及している。 

 「同一労働同一賃金」を制度として導入する際には、これまで中小企業が積み重ねて

きた雇用慣行の在り方を十分踏まえた慎重な検討が必要である。 

 

 

長時間労働削減に向けた取り組みについて

合計 取り組んでいる 取り組んでいない 無回答

合計 2,405 1,776 582 47
100.0 73.8 24.2 2.0
1,436 1,186 236 14
100.0 82.6 16.4 1.0

930 572 339 19
100.0 61.5 36.5 2.0

39 18 7 14
100.0 46.2 17.9 35.9

貴社におけるＩＣＴ化に

向けた取り組み

取り組んでいる

取り組んでいない

無回答

16.4  

47.0  

35.6  

25.6  

11.9  

76.9  76.7  

15.1  

7.6  

51.4  

8.0  
1.9  

(13.1) (13.4) 
(16.2) 

(10.7) 
(10.7) 

(37.5) 

(47.0) 

(11.6) 

(5.9) 

(43.3) 

(13.6) 

(8.3) 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

学歴 勤続年数 年齢 家族の有無 地域の物価 責任 本人の 

生産性 

残業の可否 転勤の有無 将来の役割 

への期待 

採用時の 

緊急性 

無回答 

※上段は企業数、下段は割合（%） 

n =2,405 （％） 

「合理性がある」 
「立証が難しい」 
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■ 中小企業の声（自由記載欄） 

・体力的や能力も、若い方に引けをとらない方もいるが、誰しもがそういう訳にはいかな

い。そのような中で高齢者雇用がこれ以上義務化となれば、会社の負担が増えるだけで

ある。（青森 卸売・小売業） 

・障害者雇用に関するガイドラインの周知、情報が不足している。（宮城県 製造業） 

・一定の条件のもとに、海外からの人材受入れを容易にしてほしい。（栃木県 宿泊・飲食

業） 

・運輸業界においては、長時間労働を削減するため努力しているが、その分乗務員の年収

が少なくなり、人手不足が加速してしまう。荷主の運賃の値上げが長時間労働、人手不

足の解決になるかと思う。（群馬県 運輸業） 

・同一労働同一賃金の基準について、机上の空論で明確にすることは無理だと思う。（千葉

県 その他サービス業） 

・「１０３万円、１３０万円の壁」を意識して働く社員が多いため、賃金を上げたら就労調

整されてしまう。先ずは働けば働くほど報われる制度を構築すべきである。（東京都 そ

の他サービス業） 

・社員に育休を取得してほしいと思うが、一方、その間他の人材を雇う必要があり、理想

ばかりを追えない現実に苦しんでいる。（東京都 製造業） 

・保育園の整備に対し、消費税（税負担）を使用してほしい。（岐阜県 製造業） 

・同一労働同一賃金は、競争の原理の観点から、資本主義においては無理だと思う。（静岡

県 その他） 

・近年は、求人募集に対して正社員はおろか、パートタイマーも集まらない。（愛知県 製

造業） 

・貨物運送業では、荷主従属の関係上、長時間労働の削減が少しも進まない現状である。

（滋賀県 運輸業） 

・女性のパート社員が保育に絡んで退職してしまう。保育施設の充実を望む。（大阪市 卸

売・小売業） 

・高齢者の雇用については、労災の多さが問題になっている。高齢者の活躍は業種、業態

によって異なるものであるので、雇用延長の義務化は問題であると思う（鹿児島県 製

造業） 

 

以 上 

 

 

 


